
第 １８ 回   行 田 市 農 業 委 員 会 議 事 録  

開 催 年 月 日   令 和 ６ 年 １１ 月 ２５ 日 

開 催 場 所   行 田 市 役 所 ２０３ 会 議 室 

開 議 時 刻     ９ 時 ００ 分 

閉 議 時 刻   １０ 時 ０５ 分 

会 長 藤 間 光 治 会長代理 中 村 賢 一・伊 東 普 丈 
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委

員

出

席

状

況 

議席

番号 
氏     名 摘     要 

議席

番号 
氏     名 摘     要 

１ 藤 間 光 治 出 ○ 席   欠   席 ９ 新 井 健 一 出 ○ 席   欠   席 

２ 中 村 賢 一 出 ○ 席   欠   席 10 関 口 浩 幸 出 ○ 席   欠   席 

３ 寺 田 浩 市 出 ○ 席   欠   席 11 伊 東 普 丈 出 ○ 席   欠   席 

４ 赤 羽 修 一 出 ○ 席   欠   席 12 田 口 隆 一 出 ○ 席   欠   席 

５ 髙 澤 克 芳 出 ○ 席   欠   席 13 宮 﨑  薫 出 ○ 席   欠   席 

６ 川 島 悦 男 出 ○ 席   欠   席    

７ 太 田  実 出 ○ 席   欠   席    

８ 間 々 田 英 治 出 ○ 席   欠   席    
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最
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席

状

況 

地区

番号 
氏     名 摘     要 

地区

番号 
氏     名 摘     要 

①    ⑪   

②  西 村 浩 一 出 ○ 席   欠   席 ⑫   

③  石 島  稔 出 ○ 席   欠   席 ⑬   

④    ⑭   

⑤  森 田 一 男 出 ○ 席   欠   席 ⑮   

⑥    ⑯   

⑦    ⑰ 島 嵜 典 緒 出   席   欠 ○ 席 

⑧    ⑱ 荻 原 増 夫 出 ○ 席   欠   席 

⑨    ⑲ 諸 貫 達 也 出 ○ 席   欠   席 

⑩    ⑳ 木 村 民 夫 出 ○ 席   欠   席 

関係者 

 

書

記 

局     長 小 林   誠 

 次     長 広 田 敦 史 

 主     事 髙 澤 茉 鈴 

   

 



１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 議長選出 

 

４ 議事録署名人の選出 

５ 議事 

「議案第１号」 

農地法第３条第１項

の規定による許可申請

書に対する審議につい

て 
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開会宣告（９：００） 

あいさつ 

農業委員会会議規則の規定により議長は会長が務める旨報告。 

（会長が議長となり、以後の議事を進行） 

議事録署名人の選出についてですが、伊東委員、中村委員両名にお願いいたします。 

それでは、これより議事に入ります。 

はじめに『議案第１号』農地法第３条第１項の規定による許可申請書に対する審議について、を議題とい

たします。 

事務局より説明をいたさせます。 

議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請書に対する審議について」ご説明申し上げます。 

 議案書の１ページをお願いいたします。議案第１号は、７件となっております。 

進行番号１でございますが、和田○○○○番地 ○○○○さんと、同居の母親である○○○○さんが、持

ち分２分の１ずつ所有する和田字北屋敷○○○○番○○○○、地目：畑、５６５㎡外５筆、計３，４６４㎡

について、経営の安定を図るため、贈与により持ち分の移転を行おうとするものでございます。 

 場所につきましては、位置図の１ページをご覧ください。県道熊谷羽生線と県道行田市停車場酒巻線の交

差点付近に位置する和田地内のご覧の農地でございます。 

次に進行番号２でございますが、埼玉○○○○番地○○○○ ○○○○さんが、埼玉○○○○番地○○○

○ ○○○○さんが所有する埼玉字二丁野通○○○○番○○○○、地目：田、９６５㎡外３筆、計３，５７

５㎡について、経営の拡大を図るため、贈与により所有権の移転を行おうとするものでございます。 

場所につきましては、位置図の２ページをご覧ください。川里工業団地の西に位置する埼玉地内の農振農

用地でございます。 

 次の進行番号３と４でございますが、野○○○○番地○○○○ ○○○○さんが、経営の拡大を図るため、

所有権の移転を行おうとするものでございます。 

進行番号３は、野○○○○番地○○○○ ○○○○さんが所有する野字内○○○○番○○○○、地目：畑、

１７１㎡について、進行番号４は、野○○○○番地 ○○○○さんが所有する野字北海戸○○○○番○○○

○、地目：田、３１６㎡について、それぞれ売買により所有権の移転を行おうとするものでございます。 

場所につきましては、位置図の３ページと４ページをご覧ください。３ページが進行番号３、４ページ目

が進行番号４になります。どちらも県道行田蓮田線と国道１７号バイパスに挟まれた野地内の集落内農地で

ございます。 
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次の進行番号５と６は関連がございまして、進行番号６の譲受人である○○○○さんが、自作している農

地の隣接地の所有者である○○○○さんから農地を譲り受け、○○○○さんが、農地が減少した分について、

○○○○さんから一団の農地を譲り受けるものでございます。 

 はじめに進行番号５でございますが、樋上○○○○番地 ○○○○さんが、堤根○○○○番地○○○○ ○

○○○さんが所有する堤根字青柳通○○○○番○○○○、地目：畑、４０９㎡外４筆、計１，７０１㎡につ

いて、経営の安定を図るため、売買により所有権の移転を行おうとするものでございます。 

場所につきましては、位置図の５ページをご覧ください。左側の斜線部分で石田堤歴史の広場の西に位置

する堤根地内のご覧の農地でございます。 

 次に進行番号６でございますが、北本市緑○○○○丁目○○○○番地 ○○○○さんが、樋上○○○○番

地 ○○○○さんが所有する堤根字代官田通○○○○番○○○○、地目：田、１，１１５㎡外１筆、計２，

１７９㎡について、経営の拡大を図るため、売買により所有権の移転を行おうとするものでございます。 

場所につきましては、位置図の５ページをご覧ください。ページ右側の斜線部分で石田堤歴史の広場の北

東に位置する堤根地内の集落内農地でございます。 

 次に進行番号７でございますが、群馬県館林市野辺町○○○○番地 ○○○○さんが、○○○○が所有す

る酒巻字大ノ田○○○○番、地目：田、１，５９５㎡外３筆、計４，２４８㎡について、経営の拡大を図る

ため、売買により所有権の移転を行おうとするものでございます。 

場所につきましては、位置図の６ページをご覧ください。北河原用水の南に位置する酒巻地内の農振農用

地でございます。 

 以上、議案第１号について、事務局で農地法第３条の許可基準を審査すると共に、現地の耕作状況等を調

査しましたところ、いずれも許可相当と思慮されることからご提案するものでございます。 

以上、説明とさせていただきます。 

事務局から議案第１号についての説明がございました。何かご意見、ご質問等がありましたらお願いいた

します。 

（なし） 

ご意見、ご質問がないようですので、議案第１号につきまして、原案のとおり承認に賛成の委員は挙手を

願います。 

（全員挙手） 

挙手全員と認めます。よって議案第１号は承認することといたします。 

次に、『議案第２号』農地法第４条第１項の規定による許可申請書に対する審議について、を議題といたし



『議案第２号』 

 農地法第４条第１項
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宮﨑委員 

 

ます。 

事務局より説明をいたさせます。 

議案第２号「農地法第４条第１項の規定による許可申請書に対する審議について」ご説明申し上げます。 

議案書の２ページをお願いします。議案第２号は、１件となっております。 

進行番号１でございますが、忍○○○○丁目○○○○番○○○○号 ○○○○さんが、自己所有の中里字

道上○○○○番○○○○、地目：畑、３６３㎡の内、１．８９㎡、計３９４㎡の内、２．３７㎡について、

営農型太陽光発電設備の一時転用期間が切れたことから申請があったものでございます。なお、この転用面

積は、太陽光施設の支柱部分及びフェンスの基礎部分の合計面積になります。 

営農型太陽光発電施設とは、営農を継続しながら、農地に支柱を立てて、上部空間に太陽光発電設備を設

置するもので、この支柱やフェンスの基礎部分について一時転用の許可が必要となるものでございます。営

農状況が適切に継続されているなど条件を満たせば、再度一時転用許可を受けることも可能となります。本

案件は、令和２年に３年間の期間で一時転用の許可を受け、今回は、また３年間の転用期間更新のための申

請でございます。 

なお、本来であれば昨年５月に更新する必要があったのですが、当初許可時は借地であり、その地権者が

亡くなってしまったこと、また、相続人が農地を貸していることを知らずに相続放棄してしまったこと、さ

らに裁判所や相続財産清算人との手続きに時間が掛かったことで、１年以上掛かりましたが、ようやく先月

の当農業委員会で承認されたことにより所有権の移転が出来、今回の申請に至ったものでございます。 

申請人は、市内に事務所を持つ農産物の生産、加工及び販売と太陽光発電事業を営む法人であり、農産物

は、キクラゲ栽培の露地栽培を中心に運営しております。 

太陽光発電施設につきましては、太陽光パネルを１４４枚設置し、年間発電量は４万６，１４７kwh、高さ

１．５ｍのフェンスで囲い、関電事故などの被害防止対策を講じております。営農状況についてですが、令

和５年度４月～１１月のキクラゲの収穫量が、予定収穫数量よりも１２３㎏、約１７％も多く収穫している

など、適正に営農していることが伺えることから期間更新の条件は満たしていると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の７ページをご覧ください。中里地内の集落に接する農振農用地でございま

す。 

以上で議案第２号の説明を終わりますが、去る１１月２０日、現地調査をしていただいておりますので、

宮﨑委員にご報告をお願いいたします。 

去る１１月２０日、私と髙澤委員並びに事務局職員２名において、現地調査を実施いたしました。事務局

から申請地の概要説明を受けた後、申請地すべてにおいて現地確認を行ったところ、申請書どおりであり、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『議案第３号』 
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許可相当であると思慮されますことをご報告申し上げます。委員各位におかれましては慎重審議をよろしく

お願いいたします。 

事務局から議案第２号についての説明及び宮﨑委員から現地調査の報告がございました。何かご意見、ご

質問等がありましたらお願いいたします。 

一時転用は最長３年ですか。もし、延長しなければ元に戻すということでしょうか。 

転用期間は３年以内と１０年以内のパターンがあります。ただし、１０年以内の場合は第２種農地を活用

する場合や荒廃農地を活用する場合など条件があります。今回の案件はどの条件にも該当しないことから３

年間となっております。更新につきましては、しない場合は全て撤去してもらうことになります。 

１０年の場合、資料とかは無くなってしまうのではないですか。前に５年で廃棄と聞いたことがあります

が１０年後に更新されないとわかった場合に資料がなく、そのまま放置されるというようなことにはならな

いのですか。 

たしかに許可申請書の保存期間は５年になっています。しかし、情報を記録した台帳は保管しますので、

資料がまったく無くなってしまうということはありません。また、申請時に撤去費用があるかどうかの確認

はしております。 

他にございますか。 

（なし） 

ご意見、ご質問がないようですので議案第２号につきまして、原案のとおり承認に賛成の委員は挙手を願

います。 

（全員挙手） 

挙手全員と認めます。よって議案第２号は承認することといたします。 

次に、『議案第３号』農地法第５条第１項の規定による許可申請書に対する審議について、を議題といたし

ます。 

事務局より説明をいたさせます。 

議案第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書に対する審議について」ご説明申し上げます。 

議案書の２ページをお願いします。議案第３号は、４件となっております。 

進行番号１でございますが、熊谷市玉井南○○○○丁目○○○○番地－○○○○棟○○○○号室 ○○○

○さんが、渡柳○○○○番地○○○○ ○○○○さんが所有する渡柳字神明前○○○○番○○○○、地目：

畑、４０９㎡について、売買により住宅１棟 ６９．５５㎡を建築するための敷地にしたいとして申請があ

ったものでございます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請人は現在、熊谷市内の借家で家族と共に生活しておりますが、独立した住居を構えたいと住宅の建築

を計画したところ、本件申請地について承諾が得られたため申請に至ったものでございます。申請地は、集

落に接する農地であることから、申請事由も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の８ページをご覧ください。長福寺の東に位置する渡柳地内の集落に接する

農地でございます。 

次に進行番号２でございますが、さいたま市南区辻○○○○丁目○○○○番○○○○－○○○○号 ○○

○○さん外１名が、埼玉○○○○番地○○○○ ○○○○さんが所有する埼玉字片原通○○○○番○○○○、

地目：畑、３２９㎡ついて、売買により住宅１棟、１０４．６２㎡を建築するための敷地にしたいとして申

請があったものでございます。 

申請人は現在、さいたま市内の借家で家族と共に生活しておりますが、将来の事を考え住宅の建築を計画

したところ、本件申請地について承諾が得られたため申請に至ったものでございます。申請地は、集落内に

介在する農地であることから、申請事由も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の９ページをご覧ください。右側の斜線部分で埼玉中学校の東に位置する埼

玉地内の集落内農地でございます。 

次に進行番号３でございますが、埼玉○○○○番地 ○○○○さん外１名が、同居の父親である ○○○

○さんが所有する埼玉字下埼玉通○○○○番○○○○、地目：畑、５１㎡ついて、使用貸借により住宅１棟、

９１．８２㎡を建築するための敷地にしたいとして申請があったものでございます。 

申請人は現在、申請地で父親と同居しておりますが、建物の老朽化がひどく、住み続けていくことが困難

なことから建て替えを計画したところ、現在の進入路は建築基準法の道路に該当しないことが判明いたしま

した。このままでは建て替えが出来ないことから建築基準法の接道要件を満たすため最低限の幅員で分筆し、

申請に至ったものでございます。 

場所につきましては、位置図の１０ページをご覧ください。県道上新郷埼玉線の東に位置する埼玉地内の

集落内農地でございます。 

次に進行番号４でございますが、持田○○○○番地○○○○ ○○○○さんが、埼玉○○○○番地○○○

○ ○○○○さんが所有する埼玉字片原通○○○○番○○○○、地目：畑、７９８㎡について、売買により

資材置場・駐車場にしたいとして申請があったものでございます。 

申請人は現在、市内で外構工事を業として営んでおりますが、資材置場を所有しておらず、業務車両や資

材を自宅に置いております。しかし、自宅だけでは限界があり、市内で土地を探していたところ、本件申請

地について承諾が得られたため申請に至ったものでございます。申請地は、集落内に介在する農地であるこ
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とから、申請事由も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の９ページをご覧ください。左側の斜線部分で、埼玉中学校の東に位置する

埼玉地内の集落内農地でございます。 

以上で議案第３号の説明を終わりますが、去る１１月２０日、現地調査をしていただいておりますので、

髙澤委員にご報告をお願いいたします。 

去る１１月２０日、私と宮﨑委員並びに事務局職員２名において、現地調査を実施いたしました。事務局

から申請地の概要説明を受けた後、申請地すべてにおいて現地確認を行ったところ、申請書どおりであり、

許可相当であると思慮されますことをご報告申し上げます。委員各位におかれましては慎重審議をよろしく

お願いいたします。 

事務局から議案第３号についての説明及び髙澤委員から現地調査の報告がございました。何かご意見、ご

質問等がありましたらお願いいたします。 

（なし） 

ご意見、ご質問がないようですので議案第３号につきまして、原案のとおり承認に賛成の委員は挙手を願

います。 

（全員挙手） 

挙手全員と認めます。よって議案第３号は承認することといたします。 

次に報告事項でございます。専決事項に関する報告になりますが、事務局から説明をいたさせますので、

お聞き取りいただきますようお願いいたします。 

議案書３ページをご覧ください。 

（１）「農地法第５条の規定による許可申請書の取下げ願いについて」でございますが、小見○○○○番地

○○○○ ○○○○さんが、小見○○○○番地 ○○○○さんが所有する小見字屋敷通○○○○番○○○○、

地目：畑、９９８．７１㎡について、売買により障害福祉サービス施設１棟、５１６．６０㎡を建築したい

として、本年６月２５日開催の第１３回農業委員会でご審議いただき、承認相当として県へ進達しておりま

したが、この度、申請取り下げ願いが提出されたものでございます。 

理由としましては、県の補助金を利用する予定で進めておりましたが、内示が出なかったことによるもの

で、現在は融資に切り替えて調整しておりますが、時間が掛かっていることから県より一度取り下げるよう

に指導があったものでございます。 

なお、融資については目途がついたとのことであり、近々、再申請をする予定でございます。 

続きまして、（２）「農地法第５条第１項第６号の規定に基づく農地転用届出書の専決について」でござい
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ます。 

こちらは、市街化区域内における転用でございます。市街化区域内における転用行為は、届け出の手続き

となっております。 

本件は、２件の届出があり、転用目的は、住宅敷地、自家用倉庫でございます。 

添付書類も完備されておりましたので、受理をしたものでございます。 

以上で報告事項を終わります。 

事務局から報告事項についての説明がございました。報告事項となりますので、宜しくお願いいたします。 

以上ですべての議事についての審議並びに報告事項につきましては、終了いたしました。皆様のご協力に

よりまして、議事が円滑に進められましたことに感謝を申し上げまして、議長の職を解かせていただきます。

ありがとうございました。 

次に、その他でございます。 

・行田市特別表彰（新井健一委員）について 

・農地転用許可に係る権限移譲について 

・令和６年度北埼玉地区農業委員会協議会研修会について（R7.2.13 開催予定） 

・遊休農地等に関する情報提供について 

 

・鳥インフルエンザについて 

・地域計画について 

・スマート農業技術実演・展示会について（12/25 開催、長谷川推進委員実演） 

以上をもちまして、第１８回農業委員会を終了いたします。 

本日は、ありがとうございました。 

（１０：０５） 

第 18 回（令和 6 年 11 月 25 日開催） 

 


